
はじめに

私たちの消費生活を取り巻く環境は、情報通信技術の高度化、国際化等によ
り大きく変化し、様々な新しい商品やサービスが次々と登場しています。この
ような現代に生きる私たちにとっては、消費者トラブルは誰にでも起こり得る
ことといえるでしょう。

とりわけ、高齢者・障がい者の消費者トラブルは発見が遅れ、深刻な被害に
なりがちです。そこで、2014年6月の消費者安全法（平成21年法律第50号）
の改正により、高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった方
の消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活
動を行う「消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）」を設置できるこ
とが規定されました 。

本ガイドブックは、具体的なトラブル事例をとおして、消費者被害の気付き、
高齢者・障がい者の方への声掛け、福祉部門と消費生活センター等の関係機関
の連携について説明をしています。

本ガイドブックが、「消費者安全確保地域協議会」の設置及び多様な主体によ
る見守り活動の推進の一助となることを願っています。
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